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多
子
世
帯
の
幼
児
教
育
期
の
経
済
的
負
担
を
緩
和
す
る
た
め
、

同
一
世
帯
に
お
子
さ
ん
が
２
人
以
上
い
て
、
左
記
の
対
象
世
帯
の

要
件
に
該
当
す
る
世
帯
の
世
帯
主
の
方
に
対
し
て
、
所
得
制
限
を

設
け
る
こ
と
な
く
子
育
て
応
援
特
別
手
当
を
支
給
し
ま
す
。
な
お
、

こ
の
手
当
は
定
額
給
付
金
と
は
別
の
手
当
で
す
。
受
給
す
る
に
は

申
請
が
必
要
で
す
。

　

定
額
給
付
金
と
同
様
、
４
月　

日
（
水
）
に
申
請
に
必
要
な
書

１５

類
を
、
該
当
す
る
世
帯
の
世
帯
主
あ
て
に
普
通
郵
便
で
発
送
し
ま

す
。

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
緯
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

Ｑ１　定額給付金給付の目的は
Ａ１　景気後退下での住民の不安に対処するため、住
民への生活支援を目的とし、併せて、住民に広く給付
することにより、地域の経済対策に資するため行う国
の事業です

Ｑ２　定額給付金の給付額はいくらですか
Ａ２　一人あたり１万２,０００円です。ただし、２１年２月
１日に６５歳以上の方と１８歳以下の方は２万円です。な
お、給付金は対象者が属する世帯の世帯主（外国人登
録原票に登録されている方は本人）に支給されます

Ｑ３　定額給付金の給付対象者と申請・受給者は誰に
なるのですか
Ａ３　給付対象者は、基準日（２１年２月１日）に、①
住民基本台帳に記録されている方②外国人登録原票に
登録されている方（不法滞在者と短期滞在者は対象に
なりません）のいずれかに該当する方です。申請・受
給者は、原則として給付対象者の属する世帯の世帯主
（外国人は各給付対象者）となります

Ｑ４　給付開始はいつからですか
Ａ４　支給までの流れは次の通りです。
①４月１５日に市から申請書類を対象となる世帯主あ
てに普通郵便で発送します
②申請書が届きましたら、申請書に記入・押印の上、
本人確認書類（運転免許証や外国人登録証明書等
のコピー）、世帯主名義の口座の通帳やキャッュカ
ードのコピーなどの添付書類と合わせ、返信用封
筒にて返送（郵送による申請）または、市役所に
持参して、直接申請してください
③市で内容確認を行い、申請書類に不備がない場合
には、１カ月程度で指定の口座に振り込まれる予
定です。なお、世帯内のどなたも金融機関に口座
をお持ちでない場合は、申請書の「口座を持って
いない」欄に記入の上、ご返送ください。後日、
書面にて支給日などをお知らせします。ただし、
この場合は６月以降の支給になります

Ｑ５　定額給付金の申請に期限はありますか
Ａ５　申請受付開始日から６カ月が経過した日（１０月
１６日）をもって、申請期間は終了します

Ｑ６　基準日において65歳以上とは、生年月日がいつ
の人をいうのですか。18歳以下とは、生年月日がいつ

Ｑ１　どうして小学校就学前３年間（平成20年度にお
ける）にある子どもが対象なのですか
Ａ１　多子世帯の負担軽減に配慮する観点から、幼児
教育期（小学校就学前３年間）の第２子以降の子に対
し支給するものです。また、２歳までの子どもには、
別途児童手当制度において乳幼児加算が行われている
ことなども総合的に考慮されています

Ｑ２　わが家ではおじいちゃんと一緒に住んでいて、
世帯主はおじいちゃんです。この場合の支給先は親の
わたしになるのでしょうか
Ａ２　子育て応援特別手当は、子の親か否かにかかわ
らず、世帯主に支給します。この場合ですと、世帯主
のおじいちゃんが支給先となります

Ｑ３　振込口座は世帯主の口座に限定されますか
Ａ３　振込口座は世帯主名義以外に世帯主と同居して
いる世帯員の口座を指定することができます

Ｑ４　子育て応援特別手当は、これから毎年支給され
るのですか
Ａ４　定額給付金と同じように、今回限りの支給です

Ｑ５　子育て応援特別手当は、課税対象になるのです
か
Ａ５　所得税・個人住民税上の取り扱いは、一時所得
とされます。これには、５０万円の特別控除額があるため、
他に一時所得がない場合は課税されません

子育て応援特別手当てＱ＆Ａ

の人をいうのですか
Ａ６　基準日において６５歳以上の方とは、昭和１９年
（１９４４年）２月２日以前に出生した方です。１８歳以下
の方とは、平成２年（１９９０年）２月２日以降に出生し
た方です

Ｑ７　基準日（平成２１年２月１日）より後に出生した
場合は、給付の対象となりますか。基準日に出生した
場合はどうなりますか
Ａ７　２月２日以降に出生した方は、給付の対象とは
なりません。基準日に出生した方については、出生の
届出がなされれば給付の対象となります

子
育
て
応
援
特
別
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注
意
点

　

◆
子
育
て
応
援
特
別
手
当
を

受
け
る
た
め
に
は
、
申
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が
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で
す

　

◆
原
則
と
し
て
世
帯
主
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が
申
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し
て
く
だ
さ
い

　

◆
申
請
期
限
は　

年　
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す
（
当
日
消

印
有
効
）

　

◆
書
類
が
届
き
ま
し
た
ら
、

お
早
め
に
申
請
を
お
願
い
し
ま

す
　

◆
別
居
な
ど
で
同
一
世
帯
内

に
お
子
さ
ん
が
い
な
い
場
合
で

も
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
緯

４
７
０
・
７
７
３
５
へ
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

支　　給　　要　　件　

平成２１年２月１日現在、東久留米市の住民基本台帳か外国人登録原票に記載がある次の①
②のいずれにもあてはまる世帯
　①平成２年４月２日～平成１７年４月１日生まれのお子さんが２人以上いる
　②２人目以降に、平成１４年４月２日～平成１７年４月１日生まれのお子さんがいる

対象となる世帯

支給対象となる児童の属する世帯の世帯主支 給 対 象 者

上記「対象となる世帯」の②に該当するお子さん（生年月日が平成１４年４月２日～平成１７
年４月１日の第２子以降のお子さん）、１人につき３６,０００円

支 給 額

支給対象となる児童、支給対象者ともに平成２１年２月１日現在、東久留米市に住民登録ま
たは外国人登録（短期滞在は除く）があること

支 給 基 準

定額給付金Ｑ＆Ａ

子
育
て
応
援
特
別
手
当

※生年月日に関わらず、第１子は支給対象外となります。

　水と緑の東久留米市の未来のために、「みどり
の基金」へのご寄付を検討してみてはいかがでし
ょうか。ご連絡をいただければ、寄付申込書と納
付書（金融機関への払込用紙）をお送りします。
　なお、定額給付金は、現金による申請者への贈
与となります。このため、一度申請していただき、
現金をお受け取りの後に、市へ寄付してください。
　詳しくは環境政策課☎４７０・７７５３へ。

定額給付金は、市の「みどりの基金」に
寄附をすることができます


